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資料分析：小学校５．６年「法やきまりを守って」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

こ
の
表
現
に
間
違
い
は
な
い
が
、
「
一
方
的
に
自
分
の
権
利
ば
か
り
主
張
し
て

義
務
を
果
た
さ
な
か
っ
た
り
」
と
い
う
表
現
や
「
権
利
と
義
務
の
天
秤
」
の
絵
が

挿
入
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
で
は
、
「
私
た
ち
の
権
利
（
基
本
的
人
権
）
は
、
義
務

を
果
た
し
て
は
じ
め
て
尊
重
さ
れ
る
も
の
だ
。」
と
児
童
は
誤
解
し
て
し
ま
う
。 

「
義
務
」
は
あ
く
ま
で
、「
権
利
」
を
最
大
限
に
保
障
す
る
た

め
の
も
の
。
こ
の
表
現
で
は
、「
生
ま
れ
な
が
ら
に
持
つ
自
由

と
平
等
の
権
利
」
を
「
義
務
を
果
た
し
た
上
で
主
張
で
き
る

権
利
」
で
あ
る
と
児
童
は
誤
解
し
て
し
ま
う
。 

こ
れ
ら
の
ペ
ー
ジ
全
体
の
イ
メ
ー
ジ
か
ら
、
児
童
は
間
違

っ
た
認
識
を
持
っ
て
し
ま
う
。
つ
ま
り
、
義
務
と
権
利
は
対

等
な
も
の
、
あ
る
い
は
義
務
は
権
利
に
優
先
さ
れ
る
も
の
な

ど
と
勘
違
い
し
て
し
ま
う
。
そ
う
し
た
先
入
観
で
、
読
み
物

資
料
を
読
む
こ
と
に
な
っ
て
は
大
変
だ
。
基
本
的
人
権
に
対
す

る
正
し
い
認
識
を
示
し
た
う
え
で
、
授
業
展
開
し
た
い
。 

予
想
さ
れ
る
児
童
の
感
想
と
し
て
は
、 

「
い
つ
も
お
母
さ
ん
か
ら
『
え
ら
そ
う
な
こ
と
ば
っ
か
り
言
っ
て
る
け
ど
、
や
る
こ

と
を
ち
ゃ
ん
と
や
っ
て
か
ら
、
言
い
い
な
さ
い
。』
と
言
わ
れ
ま
す
。
そ
れ
は
義
務
を

し
っ
か
り
果
た
し
て
か
ら
で
な
い
と
権
利
は
主
張
で
き
な
い
か
ら
で
す
。」 

「
権
利
ば
か
り
主
張
す
る
の
は
、
わ
が
ま
ま
で
す
。
み
ん
な
の
た
め
に
や
る
べ
き
こ

と
は
や
る
、
そ
ん
な
大
人
に
な
り
た
い
で
す
。」・
・
・
こ
れ
で
は
だ
め
だ
。 
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こ の 「 冷 や か す 」 と い う 表 現 で 、 児 童 は 、 「 鉄 男 は 、 『 悪 い 子 』 『 い や な 子 』 だ な あ ！ 」

と い う イ メ ー ジ を 持 っ て し ま う 。 だ か ら 鉄 男 の 正 し い 表 現 で あ る 「 遊 ぶ 権 利 は 主 張 し な

く ち ゃ ね 」 と い う セ リ フ が 、 ネ ガ テ ィ ブ な 印 象 を 残 す 結 果 と な っ て し ま う 。  

こ の セ リ フ で 、 「 遊 ぶ 権 利 」

（ 子 ど も の 権 利 条 約 第 ３ １

条 、 参 照 ） を 否 定 的 に 印 象 づ

け よ う と し て い る 。 主 人 公 は

児 童 が 感 情 移 入 し や す い 客 体

で あ る か ら 、 授 業 に お い て は 、

「 健 一 の 迷 い 」 ＝ 「 遊 ぶ 権 利

の 否 定 」 と な ら な い よ う に 配

慮 し た い 。  
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校 庭 で 遊 ぶ た め の 「 権 利 」 は 、 時 間 を 守 る と い う 「 義 務 」 に 支 え ら れ て 成 立 し て

い る と い う 間 違 っ た 内 容 で あ る 。 Ｐ ． １ ２ ４ の 天 秤 の 図 が 先 入 観 と な っ て 、 間 違 っ

た 考 え に 気 づ か な い 児 童 が 多 い の で は な い か 。  

「 軽 く 考 え て い た 」 の は 、 き ま り だ け じ ゃ な く て 、 「 遊 ぶ 権 利 」 そ の も の も 「 軽 く 考

え て い た 」 と い う 点 も 児 童 に 指 摘 し た い 。  

大 切 な 権 利 を 守 る た め に 

話 し 合 い た い と 思 い ま す 。 

こ の セ リ フ を 入 れ る べ し 。 
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授業展開：「きまりは何のために」 

【 導入 】 

資料「新聞記事」を提示する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発問１ これは、2 年前に実際にあったことです。宿題を出さない子に対して、教室で授業

を受けさせなかったということです。この記事を読んでどう思いましたか。 

予想される反応 

「宿題を忘れたんだから、仕方ないんじゃないの。」「宿題忘れたぐらいで授業を受

けさせないのは、やり過ぎだよ。」「忘れた子が悪いと思うけど、授業を受ける権利

はあると思うわ。」などいろいろと意見が出ると思うが、最終的には宿題をすること

と授業を受けることを分けて考えるようになるにちがいない。 

 

参考までに 資料の新聞記事を読んだ人（ツイッター）が、投稿した声。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

宿
題
未
提
出
の
生
徒
、 

４
０
日
廊
下
で
授
業
受
け
さ
せ
る 

（2
0
12

年10

月25

日 

読
売
新
聞
） 

       

大
分
市
立
中
学
校
の
教
諭
が
、
夏
休
み
の
宿
題
を
提
出
し
な

か
っ
た
３
年
男
子
生
徒
を
約
４
０
日
間
に
わ
た
り
、
廊
下
で
授

業
を
受
け
さ
せ 

て
い
た
こ
と
が
分
か
っ
た
。
市
教
育
委
員
会
は

「
生
徒
の
学
習
を
阻
害
し
て
い
た
」
と
し
て
、
処
分
な
ど
を
検

討
し
て
い
る
。 

市
教
委
に
よ
る
と
、
生
徒
は
始
業
式
の
あ
っ
た
９
月
３
日
に

宿
題
の
一
部
を
提
出
し
な
か
っ
た
。
教
諭
は
他
の
未
提
出
の
生

徒
と
と
も
に
、
放
課
後
に
居
残 

り
を
さ
せ
て
約
１
週
間
指
導
し

た
が
、
生
徒
は
最
後
ま
で
提
出
し
な
か
っ
た
。 

こ
の
た
め
、
同
１
０
日
か
ら
、
廊
下
に
机
と
椅
子
を
置
き
、

開
い
た
窓
か
ら
教
室
を
の
ぞ
く
よ
う
に
授
業
を
受
け
さ
せ
た
。 

 

 (埼玉県 )：2012/10/26(金 )  

ていうか、一週間も猶予期間与えて頑なに宿題やらない餓鬼が悪いんじゃねーの？  

体罰禁止すりゃこのザマだし日本おかしいわ。  

(九州地方 )：2012/10/26(金 ) 

与えられた課題もできない奴に優しくするメリットなくね？  

(千葉県 )：2012/10/26(金 ) 

憲法 18 条に書いてある。何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰

の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。この子にとっては苦厄だった

んだろう。  
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教師の説明 教育を受ける権利は、簡単には奪われてはいけないですよね。権利というの

は、最大限に尊重されるべきです。 

ただ、この新聞記事を見た人の中には「宿題やってこない子に授業を受ける資格

なし」などと体罰に賛成する人もいます。勿論、「宿題をすべきという義務と授業を

受けるという権利は別ものです。」として体罰に反対している人もいます。 

ところで「やることもやらないで、言うことだけは、しっかり言う。なんて自分

勝手な人なんでしょ！」そんな言い方をする人、いるよね。また「責任や義務をし

っかり果たさない人は、少なくとも権利を主張する資格は、ない。」そんな発言を聞

いたこともあるかと思います。 

でも、義務を果たさなければ権利を主張できないんでしょうか。・・・人の権利っ

て、責任や義務を果たさないと主張できないような、そんなちっぽけなものなんだ

ろうか。 

「人は生まれながらにして自由であり平等である。」ってことも聞いたこと、ある

よね。つまり、君らは、生まれた瞬間に、義務とは関係なしに、基本的人権をしっ

かりもっているんだということなんです。 

 

そこで今日は、「権利と義務」このことを勉強したいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 (福岡県 )：2012/10/26(金 ) 

これはガキが悪いだろ どう考えても  (北海道 )：2012/10/26(金 )  

夏休みの宿題くらいやれよ  。権利だけ主張すんなガキ。  

 (愛知県 )：2012/10/26(金 ) 

つってもこれは教師が馬鹿だろ 40 日とか長すぎ  

(熊本県 )：2012/10/26(金 )  

宿題やらない子供が悪いが指導の仕方がおかしい  

(東京都 )：2012/10/26(金 )  

  やってこないのは 100％悪い。それは誰も文句言わない。ただ、４０日間というのは異

常という言葉しか浮かばない。狂気だ。  
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【 展開 】 

 

補助発問１ 「健一が迷っていると」と 

ありますが、健一は何を迷って    

いたのでしょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

予想される反応 「権利ばっかり主張して

ていいのか。」「だからといって、権利

が奪われるのは変だ。」「遊ぶ権利って、

あるの？」など多様な考え方が出てく

るに違いない。 

教師の説明 子どもの権利条約第 31 条

で「遊ぶ権利」は保障されています。

資料の中の表現が「遊ぶ権利」に否 

定的な印象を与えるようなものにな 

っていますが、「遊ぶ権利」は大切な 

権利です。だから、健一は、「きまりを破るなんて、駄目だ。」という自分の主張と「権

利の主張は大切」という鉄男の主張との狭間で迷っているんだよね。つまり、「きまり

を守るという義務」と「自由に遊ぶという権利」、どちらが優先されるのかと迷ってい

るんじゃないかと思うんだけど、どうだろうか。 

 

補助発問２ 学校が放課後の校庭遊びを休止したことに対して、あなたは、 

賛成ですか、反対ですか、その理由も説明してください。 

 

 

 

 

 

 

「
鉄
男
が
冷
や
か
す
よ
う
に
」
や
「
そ

れ
っ
て
権
利
っ
て
言
う
の
か
な
あ
」

と
い
う
文
言
が
あ
る
の
で
、
児
童
は

権
利
を
主
張
す
る
こ
と
を
ネ
ガ
テ
ィ
ブ

に
と
ら
え
て
し
ま
う
危
険
性
が
あ
る
。
だ

か
ら
、
こ
の
質
問
で
「
き
ま
り
と
権

利
」
に
つ
い
て
考
え
さ
せ
た
い
。 

校庭の使い方のきまりを決めたのは自分たちなのに、休止の判断は学校がおこなった

ことに注目させたい。自分たちが決めたきまり（遊ぶ権利を保障しよう）が、他の人（遊

ぶ権利の主体ではない学校）によって校庭遊びが休止（遊ぶ権利の剥奪）となってしま

ったことを押さえたい。学校は、校庭の管理者であり、児童の安全配慮の義務のために

とった処置ではあるが、このことで子どもの権利が制限（剥奪）されてしまったことを指摘し

たい。賛成であれ反対であれ、基本的人権を尊重する姿勢に触れたい。 
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予想される反応 「仕方がないよ。」「残念だ。」「せっかく自分たちで決めたきまりなのに

自分たちで壊してしまうとは情けない。」など、義務を果たさないと権利は奪われ

てしまうものだとの意見が多いにちがいない。 

 

教師の説明 きまりをしっかり守っている子どももいる。そうした子は、どう思っている

んだろうね。仕方がないとあきらめているんだろうか。低学年の子も遊べなくなった

よね。ボールがあたった子にいたっては、痛いし遊べなくなったし、泣きっ面に蜂だ

ね。そう思わないかい？ 

    校庭遊びのきまりを自分たちで決めようとしたのは、「子どもの意見表明権」とし

て尊重されているものです。「子どもの権利条約」に掲載されています。一度、読ん

でみると良いね。 

    きまりを破った時のことも、みんなで決めておくと良かったと先生は思っていま

す。そうしていたなら、一部の人がきまりを守らないことで、全員の遊ぶ権利が奪わ

れてしまうという理不尽な結果になってしまうこともなかったんじゃないだろうか。 

 

補助発問３ 校庭遊びのきまりをつくった理由は何でしたか。 

 

予想される反応 「低学年が遊べるようにだろ？」「自分たちも、すっ

きりとした気持ちで遊ぶためだろうな。」「怪我をしないように、

そうしたんじゃないの。」「じゃ、鉄男がけったボールが 1 年生

にあたったんだから、こりゃダメだな。」など健一たちが自分た

ちで工夫したことを思い出すだろうが、そのきまりが遊ぶ権利

を守るためという考えに至るかどうかは疑わしい。 

 

教師の説明 君たちには、遊ぶ権利があります。それは正しい校庭の使

い方をしたから与えられた権利ではありません。もともと、権利

は、誰かから与えられるものではありません。生まれながらにし

て当然持っているものです。それが基本的人権というものです。

そしてそれは、憲法によって、しっかり保障されています。 

その権利を守るために、きまりをつくったんでしたね。 

きまりを守るために、権利を制限するようでは、本末転倒です

よね。（小学生には「逆ですね」の表現の方がいいのかな？） 

  

 

 

 

自
分
た
ち
の
遊
ぶ
権
利
を
最
大
限
に
保
障
す
る
た
め
に
は
、
少
し
の
我
慢
が
必
要
と
な
る

場
合
が
あ
る
、
そ
れ
が
き
ま
り
で
あ
り
、
公
共
の
福
祉
と
い
う
考
え
方
で
あ
る
こ
と
を
押
さ

え
た
い
。（
「
公
共
の
福
祉
」
は
小
学
校
で
出
て
く
る
？
）
少
し
の
我
慢
と
い
う
の
は
、
あ
く

ま
で
遊
ぶ
と
い
う
「
権
利
」
を
最
大
限
に
保
障
す
る
た
め
で
あ
る
こ
と
も
押
さ
え
て
お
き
た
い
。 
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中心発問 健一の心にわいた疑問「忘れていた大切なこと」とは、

いったい何だと思いますか。 

 

予想される反応 「約束したことは必ず守る。」「義務を果たさな

ければ、損をする。」「みんなのために我慢する。」「わがまま

を言わない」 

 

 

 

 

た
ぶ
ん
、
責
任
や
義
務
を
し
っ

か
り
守
る
こ
と
が
大
切
な
こ
と

だ
と
い
う
よ
う
な
発
言
が
多
く

出
さ
れ
る
と
思
う
。
こ
の
資
料
の

流
れ
か
ら
、
そ
ん
な
ふ
う
に
考
え

て
し
ま
う
児
童
が
多
い
に
違
い

な
い
。
だ
か
ら
こ
そ
、
権
利
を
尊

重
す
る
こ
と
の
大
切
さ
を
し
っ
か
り

押
さ
え
た
い
。 

そ
れ
ぞ
れ
の
権
利
を
尊
重
す
る
た
め
に
、
き
ま
り
を
つ
く
ろ
う
と
し
た
こ
と
。
そ
の
た
め
に
つ
く
っ
た
き
ま
り
（
時
間
を
守
る
と
い
う

義
務
）
は
、
そ
の
権
利
を
守
る
た
め
に
考
え
出
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
、
し
っ
か
り
押
さ
え
た
い
。
少
な
く
と
も
、
時
間
を

守
る
と
い
う
義
務
が
果
た
さ
れ
な
け
れ
ば
、
遊
ぶ
と
い
う
権
利
を
主
張
で
き
な
い
と
い
っ
た
間
違
っ
た
考
え
は
質
し
た
い
。 

こ
の
こ
と
を
こ
こ
で
押
さ
え
て
い
れ
ば
、
最
後
の
場
面
（
学
級
の
話
し
合
い
）
で
「
全
学
年
が
い
っ
ぺ
ん
に
遊
べ
る
校
庭
を
つ
く
ろ
う
（
要
求

し
よ
う
）
」
と
い
う
意
見
も
出
て
く
る
か
も
し
れ
な
い
。 
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教師の説明 きまりをつくろうとした時の健一たちの思いを思い出してほしい。あくまで、

みんなの遊ぶ権利を守ろうとしたものだった。資料では「みんなが安全で楽しく過せ

るように」って書いてあります。つまり遊ぶ権利を守ろうということです。 

そして、「学校全体のことを考えて」とあるのは、「学校の児童一人ひとりの遊ぶ権

利を尊重するために」という意味ですよね。けっして、「学校の都合に合わせて」と

いう意味ではありません。ですから、「みんなが安全で楽しく過せるように」校庭を

もっと増やそうという要求をすることも可能性としてはありますね。 

つまり、「社会や学校のために自分はどうあるべきか」と考えることも大切ですが、

それ以上に大切なのは「自分たちの権利を守るために社会や学校はどうあるべきか」

と考えることだと先生は思います。みんなが安全で楽しく過せるようにするためには、

①時間を決めて遊ぶというきまりをつくる（読み物資料の内容）、②校庭をもう一つ

つくることを提案し、遊ぶ環境づくりに取り組ませる、などなどいろいろな知恵の出

し方があります。ですから「自分はどうあるべきか」「社会はどうあるべきか」とい

う両面からものごとをとらえることが大切であると思いますが、どうでしょう。 

鉄男の「きまりを軽く考えていた」というセリフは、「自分はどうあるべきか」と同

時に「きまりは、どうあるべきか」も考える必要があるね。鉄男は「遊ぶ権利という

大切な権利も軽く考えていた」ということも言いたかったんじゃないだろうか。 

 

【 終末 】 

資料の最後のページに従って、自分たちでも「きまりって何のためにあるのかな。」と問

い直し、実際に話し合ってみよう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大
切
な
権
利
を
守
る
た
め
に 

話
し
合
い
た
い
と
思
い
ま
す
。 

実
際
の
話
し
合
い
の
場
面
で
も
、「
権
利
を
守
る
」
と
い

う
視
点
を
大
切
に
し
て
ほ
し
い
。
き
ま
り
が
何
の
た
め
に

あ
る
の
か
、
誰
の
た
め
に
あ
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
考
慮

し
議
論
し
て
ほ
し
い
。「
基
本
的
人
権
を
尊
重
す
る
」
と
い
う
視

点
を
し
っ
か
り
押
さ
え
た
議
論
で
あ
り
た
い
。 
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資料分析：中学校「法やきまりを守り社会で共に生きる」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

何 の 説 明 も な い ま ま 書 か せ る と 「 き ま り は し

っ か り 守 り ま し ょ う 」 と い う 趣 旨 の 内 容 が 多 く

な る に 違 い な い 。 

悪 法 も 法 な り 、 あ る い は 悪 法 は 法 な ら ず と い

う 考 え 方 を 紹 介 し た い 。 「 間 違 っ た 法 や き ま り が

あ っ た ら ， 話 し 合 い に よ っ て 変 え て い く こ と が

必 要 だ と 思 い ま す 。 」 と か 「 自 分 た ち の 権 利 を 不

当 に 侵 害 す る よ う な 法 や き ま り に は ， 従 う 必 要

は な い と 思 い ま す 。 」 な ど 多 様 な 考 え 方 を 共 有 し

な が ら 授 業 展 開 に 進 み た い 。 

権 利 の 大 切 さ を 認 め て い る 記 述 は 評 価 し た い 。 そ し て ， そ の

大 切 な 権 利 が と き に 対 立 す る こ と が あ る 、 だ か ら そ の 対 立 を 解

消 す る た め に ， 法 や き ま り が あ る と 点 を し っ か り 押 さ え た い 。 

Ｐ ・ １ ３ ４ で 権 利 の 大 切 さ を 認 め て い る に も か か わ ら ず 、 こ こ で は 、 法 や き ま り を

守 る の は 当 然 で あ る と い う 印 象 を 与 え る 記 述 と な っ て い る 。 そ し て ， 法 や き ま り を 守

ら な い の は 「 忘 れ て し ま っ た り 」 「 反 発 し た く な っ た り 」 と い っ た ネ ガ テ ィ ブ な 要 因 で

あ る と 決 め つ け て い る 。  

だ が 、 他 の 要 因 と し て 「 悪 法 は 法 な ら ず 」 と い う 考 え の も と で 「 守 ら な い 」 あ る い

は 「 反 発 し て い る 」 例 も あ る こ と を 指 摘 し て お き た い 。  
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Ｐ ． １ ３ ６ ～ Ｐ ． １ ３ ７ 全 体 の イ メ ー ジ か ら 「 義 務 を 果 た さ な け れ ば 、 権 利 を 主 張

で き な い 」 と 誤 解 し て し ま う 生 徒 が い る と す れ ば 、 こ こ で そ の 間 違 い を 指 摘 し 作 業 を

進 め た い 。 例 え ば 、 フ ラ ン ス 人 権 宣 言 を 取 り あ げ る の も 効 果 的 か も し れ な い 。  

法 や き ま り を ス ポ ー ツ の ル ー ル に た と え る の は 詭 弁 で あ る 。 な ぜ な ら 、 ス ポ ー ツ の ル

ー ル は 、 限 ら れ た 空 間 ・ 限 ら れ た 時 間 ・ 限 ら れ た 人 た ち の 間 で 定 め ら れ た も の で あ る 。

だ か ら 「 た っ た 一 吹 き の ホ イ ッ ス ル で 」 解 く の は 「 攻 防 」 だ け で な い 。 ホ イ ッ ス ル を 吹

く こ と で 、 そ の ル ー ル の 適 用 を も 解 く の で あ る 。 そ れ に 対 し て 、 こ の 資 料 は 限 定 さ れ た

中 で の 絶 対 的 な ル ー ル の 必 要 性 を ア ピ ー ル し な が ら 、 法 や き ま り に も 拡 大 適 用 さ せ よ う

と す る 意 図 が み え み え で あ る 。  

大 切 な 考 え 方 だ が 、 文 言 だ け で は 柔

い 。 歴 史 的 事 実 を 補 完 資 料 と し て 提 示

し な け れ ば 生 徒 の 心 に 残 ら な い 。  

例 え ば 、 フ ラ ン ス 革 命 に お い て 、 市

民 で １ ０ 分 の １ 税 （ は じ め は 教 会 運 営 と 聖

職 者 の 生 計 維 持 が 目 的 だ っ た が 、 封 建 領 主 が

徴 収 す る よ う に な っ た ） を 廃 止 し た こ と な

ど を 指 摘 し た い 。  

た だ 、 「 流 行 と 不 易 」 と い う こ と に

も ふ れ 、 安 易 な 憲 法 の 改 悪 に つ な が る

こ と が な い よ う に 配 慮 し た い 。  
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元 さ ん の 家 庭 事 情 は 必 要 だ ろ う か 。 授 業 展 開 す る 際 は 、 極 め て 軽 く 扱 い た い 。  
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想 定 さ れ る 授 業 展 開 と し て は 、 「 祈 る よ う な 」 あ る い は 「 何 度 も 何 度 も 」 と い う 表 現 に 注 目

し て 元 さ ん の 気 持 ち を 読 み 解 く 流 れ に な る と 思 う が 、 こ の 単 元 は 「 一 人 ひ と り の 権 利 を 守 る

こ と 」 と 「 法 や き ま り を 守 る こ と 」 と の 関 係 性 を テ ー マ と し た も の で あ る 。 元 さ ん の 行 為 の

是 非 が 焦 点 化 さ れ る べ き で は な い し 、 感 情 論 に 流 さ れ る こ と が あ っ て は な ら な い 。  
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こ こ で は 、 義 務 は 「 閉 園 時 間 を 守 る 」 こ と で あ る 。 ま た 、 あ え て 権 利 に あ た る も の を

さ が す な ら 、 そ れ は 「 無 責 任 な 判 断 」 と 表 現 さ れ る も の で あ る 。 そ し て 、 「 無 責 任 な 判

断 」 と し た 「 子 ど も や 母 親 に 喜 ん で も ら え た 」 行 為 は 、 す ば ら し い と し な が ら も 、 万 一

の 事 故 を 想 定 す る こ と に よ り 否 定 さ れ て い る 。 こ う し た 設 定 を す る こ と で 、 ど ん な 場 合

で あ っ て も 、 き ま り を 守 ら な い こ と は い け な い こ と だ と の 印 象 を 与 え て い る 。  

そ う い う 意 味 で は 、 「 き ま り は 絶 対 で あ り 、 権 利 の 制 限 は 当 然 で あ る 」 と い う 印 象 し

か 与 え な い 設 定 そ の も の に 悪 意 を 感 じ る 。  

読 み 物 資 料 全 体 を 通 し て 

Ｐ ． １ ３ ７ の 資 料 で 、 法 や き ま り を 「 よ り 良 い も の に 見 直 し て い く こ と も 、 私 た ち の

大 切 な 役 割 」 と し て い る に も か か わ ら ず 、 こ の 読 み 物 資 料 は 、 閉 園 時 間 と い う 「 見 直 し

の 対 象 」 と は な り に く い も の を 題 材 と し て い る 。 実 際 、 閉 園 時 間 は 絶 対 で あ っ て 、 そ れ

を 守 ら せ る か 、 あ る い は 柔 軟 に 対 処 す る か と い う こ と が 焦 点 化 さ れ て い る 。 少 な く と も

「 閉 園 時 間 を 変 え る べ き か 否 か 」 と い う 議 論 に は な ら な い 。 だ か ら 争 点 は 、 き ま り に 照

ら し 合 わ せ る こ と に よ っ て 、 子 ど も の 夢 を 大 切 に し よ う と し た 行 為 が 許 さ れ る か 否 か と

い う 点 に 絞 ら れ て し ま う 。 こ れ で は 、 感 情 論 に な っ て し ま い 、 こ の 単 元 の 趣 旨 に そ ぐ わ

な い 。 読 み 物 資 料 と し て は 、 適 切 で は な い と 思 う 。  

き ま り が 正 し い の か ど う か 、 そ し て ま た 、 そ の き ま り を 守 る べ き か 否 か が 争 点 と な る

よ う な 教 材 が 、 こ こ で は 必 要 で あ る 。 元 さ ん の 行 動 が 正 し い か ど う か に す り 替 え ら れ て

い る こ の 教 材 は 、 「 法 や き ま り に よ っ て 権 利 は 制 限 さ れ る べ き か 」 と い う こ と を 考 え る

点 に お い て も 、 不 十 分 あ る い は 不 適 切 な も の と 言 わ ざ る を 得 な い 。  

こ の 資 料 よ り 、 杉 原 千 畝 の 話 の ほ う が 適 切 で あ る 。 訓 令 を や ぶ っ た 杉 原 千 畝 は 正 し か

っ た か 否 か 、 ま た 、 そ の 訓 令 は 悪 法 で あ っ た か 否 か も 考 え る 良 き 教 材 だ と 思 う 。  



15 

 

「私たちの道徳」では、読み物資料の後にタイミングを計ったように、このページがくる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

こ の 言 葉 に は 、 強 い イ ン パ ク ト が あ る 。  

「 義 務 を 果 た せ 。 さ も な く ば 権 利 を 主 張 す る な 。 義 務 を 履 行 し な い 権 利 行 使 は 、 単

な る 『 わ が ま ま 』 だ ！ 」 と い う 印 象 を 生 徒 に 与 え る 可 能 性 が 極 め て 高 い 。  

こ れ で は 、 文 章 内 容 で い く ら 「 法 や き ま り は 、 個 人 の 自 由 を 保 障 す る た め に 作 ら れ

た も の 」 と 表 現 し て あ っ て も 、 「 個 人 の 自 由 の 保 障 は 後 回 し 」 と い う イ メ ー ジ を 生 徒 は

持 っ て し ま う 。 た い へ ん 危 険 で あ る 。  
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授業展開：「二通の手紙」 

【 導入 】 

資料１「フランス革命：バスチーユ牢獄襲撃」を提示する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発問１ これは、歴史の授業に出てきたものですが、覚えていますか。 

予想される反応 

「見たことある。」「フランス革命。」「政治犯がつかまっていた。」など反応はいいは

ずだ。また、生徒の興味を引くに違いない。 

教師の説明 これによって、歴史は大きく変わりました。勉強しましたね。このとき市民

の力で法律を変えることができました。 

例えば、１０分の１税という法律を変えました。はじめは、教会を運営するため

に、そして聖職者の生計を維持するために、信徒の収入の１０分の１を税として教

会に納めていました。ところが、その後、教会でなく封建領主が徴収するようにな

りました。すべての住民に税金として、収入の１０分の１を納めさせました。その

ころは農産物が主でしたが、それだけでなく家畜などにも課税されるようになりま

した。（詳しい説明はいらない。） 

おかしいでしょ。おかしいと思った当時の市民は、おかしい法律を自分たちの手

で変えていったんだね。 

自分たちの権利を守るために、行動したんだよ。 

そこで今日は、一人ひとりの権利を守るためには、どうしたらいいのか勉強した

いと思います。 

 

 

 

 

 

 



17 

 

【 展開 】 

 

補助発問１ 「しっかりと」とありますが 

ありますが、このとき女の子は、ど

んな気持ちだったのでしょうか。 

 

 

 

 

 

予想される反応 「弟のためにがんばる

ぞ。」「今日は絶対入園する。」 

 

教師の説明 元さんは、きまりを簡単に

破るような人ではなかった。でも、

みんなが言うように、この子の決意

に圧倒されたのかもしれないね。ま

た、○○さんんが言うように、弟を

思う姉の心の優しさに感動したのか

もしれない。 

また、これまで二人の様子を気にとめていたから、少ない会話だけれど、女の子の

気持ちを十分理解できたんだと思う。簡単にきまりを破ったわけではないよね。 

 

 

補助発問２ 「何度も何度も」とありますが 

このとき元さんは、どんな気持ちだった

のでしょうか。 

 

 

 

 

 

 

予想される反応 「自分の行為は間違いでは

なかった。」「二人が楽しそうで良かっ

た。」 

元
さ
ん
が
、
き
ま

り
を
破
っ
た
き
っ

か
け
と
な
る
部
分

だ
か
ら
、
姉
の
弟
に
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す
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や
さ
し
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と
決
意

の
強
さ
を
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み
取
ら

せ
た
い
。 

元
さ
ん
の
気
持
ち
は
、

ひ
と
つ
で
は
な
い
こ
と
を

読
み
取
ら
せ
た
い
。
き
ま

り
を
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っ
た
行
為
と
子
ど

も
の
夢
を
叶
え
て
あ
げ
た

行
為
に
対
す
る
葛
藤
を
指

摘
し
た
い
。 
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教師の説明 元さんが、きまりを破ったことに対して後悔をしていたことは二人を捜索し

ていた描写でよくわかるね。ただ、この場合、きまりを破ったんだけれど、女の子の気

持ちを大切にした自分の行為に誇らしい思いも持っていたんじゃないだろうか。 

だから、何度も何度も読み返しながら、自問自答していたんじゃないだろうか。自

分の判断が正しかったのかどうかと。 

 

 

中心発問 「晴れ晴れとした」とありますが 

このとき元さんは、どんな気持ちだった

のでしょうか。 

 

 

 

 

 

 

予想される反応 「事故がなくて良かった。」「良いこ

とをしたんだから後悔はない。」など、きまりを守

ることの是非に関する反応は少ないと思う。 

元さんのこの時の気持ちを読み取らせながら、

きまりを守ることの是非という視点で生徒の思い

を今一度確かめたい。 

 

教師の説明 元さんがきまりを守って時間通りに閉園したら、元さんは、どんな気持ちだ

ったんだろう。元さんは、子どもらの夢を大切にするために、きまりを破ったことに

後悔はなかっただろうと先生は思う。と同時に、きまりを破ったことへの責任も強く

感じていたはずだ。だから、懲戒処分も喜んで受け入れたんじゃないだろうか。 

そして、元さんが感じている、きまりを破った責任とは、単にきまりそのものを

破ったというよりも、きまりを破ることで子どもらが危険にさらされたことに対する

責任ということだったんじゃないだろうか。 

その点、君らは、どう考えるだろうか。 

ところで、今日は最後にこの資料を見てもらいたい。 

 

 

 

 

「
元
さ
ん
の
無
責
任
な

判
断
」「
万
が
一
事
故
」
と

い
う
表
現
か
ら
き
ま
り
は

守
る
べ
き
と
い
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こ
と
を

意
図
し
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で
あ
る
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机
の
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た
こ
と
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注
目
さ
せ
、
母
親
の
手
紙
を

思
い
出
さ
せ
た
い
。 
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【 終末 Ａ 】 

資料「きまりは誰のためにある？深夜の赤信号」を提示する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発問１ ここに「深夜の赤信号」と題された一枚の写真があります。あたりには車もいま

せん。そして誰も歩いていません。あなたは信号が青になるまで待ちますか。 

 

予想される反応 「絶対、待つ！」「誰もいないんだから渡る。」「う～ん、ちょっとためら

うなあ。」「ためらうけど、渡る。」 

 

発問２ この場合，どうしたらいいんでしょう。信号が青になるまで待つべきでしょうか。

あるいはまた，待つ必要なんかないと思いますか。どうですか。 

 

予想される反応 「絶対、待つべき！」「誰もいないんだから、渡るべきだよ。」「渡っても

誰にも迷惑かからないんじゃない。」「ためらうなあ。けど、自分は渡ると思う。」 
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発問３ それでは、それぞれの主張の根拠を発表し合い、どうすべきか話し合いましょう。 

 

予想される反応 「信号無視は法律違反だろ。だから絶対、待つ！」「誰もいないんだから、

堂々と渡るね、それが権利だから。」「う～ん、権利か。権利といわれるとむずかし

いなあ。信号って何のためにあるんだろ。」「安全安心だろ？」「そうなると、今の

場合、安全だから渡っていいんじゃないの？」 

 

教師の説明 確かに、道路交通法施行令第２条「赤色の灯火・・・歩行者は、道路を横断

してはならない。」に違反しますね。でも，この場合，この法律の内容は適切なんで

しょうか。 

道路を渡ろうとする自由は、信号によって制限されています。この場合「義務」

とは、道路交通法施行令を守るということです。「権利」は道路を渡る自由です。 

義務を優先すべきでしょうか。権利を優先すべきでしょうか。 

はたして、深夜誰もいない場合でも信号を守る必要があるでしょうか。道路交通

法施行令第２条に従うとすれば、深夜誰もいない状態でも赤信号では道路を横断し

てはならないということになります。これ正しいと思いますか。 

「悪法は法にあらず」として、信号無視をする人もいますが、わかるような気が

します。君らはどうでしょうか。 

ところで、「悪法は法にあらず」という言葉もありますが、「悪法も法なり」とい

う考え方もあります。 

悪法も法なりとすれば、深夜誰もいなくとも赤信号で道路を横断すれば、法に違

反します。よくありませんね。 

ですから、自治体の中には、深夜に歩行者用信号を消しているところもあります。

順法精神に富む住民が多かったんでしょうね。まじめな住民が不適切と思われるき

まりに縛られないように配慮したんですね。「悪法も法なり」とすれば、悪法そのも

のを変えようとした結果でしょう。信号無視をせずに道路を渡ることができる、す

ばらしい取り組みだと思います。 

 

いったい、法やきまりというのは、何のためにあるんでしょうね。あるいは、誰

のためにあるんでしょうね。授業は、ここで修了ですが、今後、いろんな場面で「深

夜の赤信号」のように、モヤモヤとする場面が必ず出てきます。その時には、しっ

かり考えてみましょう。法やきまりは、何のためにあるのか。あるいは、誰のため

にあるのか・・・・。 

（ 間 ） 

本日の授業は、以上です。 
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【 終末 Ｂ 】 

資料「杉原千畝：六千人の命のビザ」を提示する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発問１ 以前「６千人の命のビザ」を学習したのを覚えていますね。これはその資料です。 

↓ 

ＶＴＲ「その時歴史が動いた６０００人の命を救った外交官：杉原千畝の決断」を使用。 

 児童（？）の活動 授業者の発問と支援 予想される児童の反応 

１

０

分 

・20:55～26:40（外務

省への打電）を見

て、杉原千畝の気持

ちを考える。  

「ユダヤ人の命を救おうとした思いが

外務省に届かないため、何度も訓告を出

してくれるよう要請した千畝の気持ち

は、どのようなものだったろうか。」   

・このままではナチ

スに殺される。 

・なぜわかってくれ

ないのだろうか。 

１

０

分 

・30:40～33:07（ビザ

発給）を見て、杉原

千畝の気持ちを考

える。 

「外務省の方針に従わず、ユダヤ人の命

を救おうとした千畝に、迷いはなかった

んだろうか。」 

 

・国策に従わねばならない外交官の使命

と、人間としての良心のはざ間で悩む、

千畝の気持ちを話し合わせる。 

・国の命令にそむい

ていいのか。 

・自分や家族の命も

危うくなるんじ

ゃないだろうか。 

・命を救うほうが何

より大切だ。 

５

分 

  

・34:49～36:45（再会）

を見て、杉原千畝の

気持ちを考える。 

「自分の行為によって命が救われた

人々と再会できた時、千畝はどんな気持

ちだったろうか。」  

・自分の判断は間違

っていなかった。 

２

５

分 

・37:05～38:16（外交

官への質問）を見

て、千畝の判断の是

非を考える。 

「みなさんは、千畝のような立場になっ

たことはないですか。そうした体験から

千畝のような判断ができるかどうかを

話し合ってみましょう。」 

・グループで話し合う。 

・体験談から:命は

何よりも大切だ。

迷う必要はない。 

・きまりに従うかも

しれない。 
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その授業以来、君たちは、杉原千畝についてどんな印象を持っていますか。 

 

予想される反応 「命をかけてたくさんの人を守った。」「人の命は国が違っても大切だと

言っていた。」「同じ人間だから助けるのは当然。当たり前のことができた人。」 

 

発問２ ビザを発給することは、きまりを破ること（「つくる会」系の人は異論を唱えてい

るが・・・）でした。あなたが千畝の立場だったら，同じことができますか。 

 

予想される反応 「いくら、きまりでもユダヤ人が殺されるのをわかっているからビザを

発給する。」「写真の様子を見たら、何かしてあげたいと思うはず。」「千畝は、きま

りを変えるよう日本政府に要望していた（「つくる会」系の人は異論を唱えている

が・・・）らしいから、自分も間違ったきまりは変える努力をすると思う。」「きま

りを守ると思う。だから、ビザは発給しない。なんか怖いから。」 

 

発問３ 杉原千畝にとって、ビザを発給しないことがきまりを守ることでした。それが義

務でした。これに対して、ビザを発給し 6 千人の命を守ることを千畝は決断しまし

た。つまり、きまりを破った（「つくる会」系の人は異論を唱えているが・・・）

わけです。きまりを破ることは悪いことと言えるでしょうか。どう思いますか。 

 

予想される反応 「きまりが大切なんじゃなくて、何かを大切にするためにきまりがある

んだから、この場合、命を大切にできないきまりには従うべきではない。」「きまり

そのものを見直すべきだわ。」 

教師の説明 悪法も法なりという考え方からすると，法に違反することはよくありません

ね。 

でも、悪法は法ならずという考え方もあります。つまり、間違ったきまりには従

う必要はないという考え方です。 

いったい、法やきまりというのは、何のためにあるんでしょうね。あるいは、誰

のためにあるんでしょうね。授業は、ここで修了ですが、今後、みなさんにも杉原

千畝さんのように、どちらかを選択しなければならない場面が必ず出てきます。そ

の時には、しっかり考えてみましょう。法やきまりは、何のためにあるのか。そし

て、誰のためにあるのか・・・・。 

（ 間 ） 

本日の授業は、以上です。 

 

 


